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平成２５年５月２３日 NPO

法人 ALBERI DEL CACAO－カカ

オの木－は名

古屋市による

認証を経て設

立されまし

た。７年目に

突入します。

１０年ひと昔

と言います

が、この頃の

スピードからすると４年ひと昔

でしょぅか。４年も経つと周辺

生活がガラッと変わってしまう

ことも少なくありません。速い

です。不必要な変化に追従しな

い事もヨシかなと思います。 

とは言いながら、地球規模の

物流インフラ展開を追っかけし

ているのが弊 NPO法人 ADCで

す。ここ数年のユーラシア・コ

ーカサス・ヨーロッパ輸送イン

フラの進化は目まぐるしく、

日々インプルーブしています。

例えば、経済経費の節約に努め

ているギリシャでは輸送インフ

ラ等の投資を国際インフラ事業

として隣国とのコラボで EC（欧

州委員会）に助成金を申請し、

賢く倹約発展しています。困っ

たときはお互い様。国境を線で

接する大陸

の地勢を有

効的に活用

した事業と

なっていま

す。EUの

設立意義を

全うしてい

ると関心一

入です。 

つい先日、皇居東御苑・天

守閣のなだらかな丘に咲く白爪

草とレンゲソウの素朴で雄大な

自然の風景に出会い、安堵と驚

きの感動を覚え、満面の笑みが

こぼれました。子供の頃にあち

らこちらで見受けられた公営団

地開発前の空き地風景と重なり

懐かしいような新しいような。

東京大手町の摩天楼をバックに

皇居の野花。令和元年５月の出

来事です。 

周囲を海で囲まれ、線で描

かれた国境を感じない日本で

す。地球規模の経済コラボ。海

を経由しなければ決して外交・

貿易は成立しません。人材育成

に拍車がかかります。もう少し

でふた昔を迎える NPO法人

ADCの活動継続に力がこもりま

す。前進あるのみ…🐗。
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経済 と 平和 

（雇用）と（安定） 

本来、人はお腹がすくと怒

りっぽくなってしまう傾向

にあるかもしれません。 

経済が成長し雇用が創出さ

れ略奪を必要としなくなる

生活が持続的な安定を生み

出すと考えます。 

・国際相互理解に基づいた

経済活動から平和を導き、

又、雇用創出により社会を

安定させる。 

・突然の社会の変化に対応

できるように常に基盤を整

えておく。 

この理念をもとに活動を展

開しています。 
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日本とヨーロッパの距離       

 

日本・ヨーロッパ間の距離を

感じる物差しは？道程だけでは

ありません。時間・文化・技術

等々、人それぞれ距離感を感じ

る瞬間は違います。海外旅行を

する方に訪問国の文化を知る方

法として、その国のカレンダー

を眺めることをお勧めしていま

す。１年１２カ月に定められて

いる祝祭日や行事の所以を調べ

ると歴史が紐づいてきます。マ

ーケットでのコミュニケーショ

ンや市街散策に最適です。 

ヨーロッパから輸入される食

品の原産地トレースをするのも

楽しいものです。ヨーロッパ中

世お料理レシピ本から言語と歴

史を学ぶのもおもしろい。日常

生活で私なりの日本とヨーロッ

パの距離を感じる瞬間です。 

いつもの生活に自分だけのス

パイスが加わり、贅沢気分で

す。 
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目的及び事業 

 （目的） 

この法人は、ヨーロッパに移住している移民・難民や出稼ぎ労働従事者に係る問題

に対して、日本の国内での身近な経済活動を通して改善や解決を図り、ヨーロッパ

の雇用の増進と地域の活性化に寄与する事を目的とする。 

 （特定非営利活動の種類） 

この法人は、（目的）を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

 (1) 国際協力の活動 

 (2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 

 (3) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

 （事業） 

この法人は、（目的）を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 ①ヨーロッパにおける移民・難民、出稼ぎ労働従事者の雇用促進事業 
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